
国立大学法人大阪大学役員会（平成２０年度 第８回）議事要旨 

 

 

日  時   平成２０年１２月２２日（月） ９：０２～１０：０２ 

場  所   役員会議室（４２４会議室） 

出 席 者   鷲田総長、西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、辻、月岡 各理事 

オブザーバー   関監事、山崎監事、馬場、林、東島、三成、三間、山元 各総長補佐 

 

○ 前回議事要旨の確認 
   

事前に配付している、平成２０年度第７回役員会（１１月２５日開催）の議事要旨（案）につ

いて、特段の意見があれば１２月２４日（水）までに総務部企画推進課へ提出の上確定させるこ

ととした。（特段の意見はなく確定した。） 

 

 

【報告事項】 

１．平成１９年度決算検査報告について 
   

１２月１８日に開催された平成１９年度決算検査報告説明会について報告があった。 

 

 

【審議事項】 

１．中期目標及び中期計画の変更について 
 

１２月２日開催の経営協議会及び１２月１７日開催の教育研究評議会において承認された中期

目標及び中期計画の変更について、審議の結果、これらを承認した。 

 

 

 ２．教員業績評価について 
 

１２月１７日開催の部局長会議において説明のあった教員業績評価について、配付資料に基づ

き説明があり、審議の結果、教員業績評価基本方針を承認した。 

 

 

 ３．平成２０年度教育研究等重点推進経費（第２次）執行計画（案）について 
 

平成２０年度の教育研究等重点推進経費（第２次）執行計画案について、審議の結果、これを

承認した。 

 

 

 ４．平成２１年度共同利用・共同研究拠点認定申請について 
 

平成２１年度の共同利用・共同研究拠点認定に係る申請について、配付資料に基づき説明があ

り、審議の結果、これらのとおり申請することを承認した。 

 



 

 ５．就業規則等の制定及び一部改正について 

  (1) 教職員給与規程の一部改正 

  (2) 任期付教職員給与規程の一部改正 

  (3) 任期付寄附講座等教職員給与規程の一部改正 

  (4) 非常勤職員（定時勤務職員）給与規程の一部改正 

  (5) 非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部改正 

  (6) 教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正 

  (7) 世界トップ拠点部局人事関連特別措置規程の一部改正 
  (8) 特任研究員（常勤）に係る研修の取扱いに関する申合せ事項の制定 

  (9) 任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限に関する申合せ事項の一部改正 

  (10) 医師臨床研修特別手当の支給に関する要項の一部改正 
 

１２月１７日開催の教育研究評議会において承認された上記の就業規則等の制定及び一部改正

案並びに１２月１７日開催の部局長会議等において説明のあった上記規程等の一部改正案につい

て、審議の結果、これらを承認した。 

なお、就業規則の一部改正に係る過半数代表者からの意見書及びそれに対する回答書を学内ホ

ームページに掲載することとした。 

また、人事院勧告に対する政府の対応を受け、本学においても常勤教職員の給与改定を行わな

いことを確認した。 

 

 

 ６．平成２１年度障害者雇い入れ計画について（案） 
 

１２月１７日開催の部局長会議において説明のあった平成２１年度の障害者雇い入れ計画につ

いて、審議の結果、これを承認した。 

 

 

次回は、平成２１年１月２６日（月）午前９時から開催することとした。 

 

以上 


